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第１章 事業の概要 

１ 事業のテーマ 

 広島県の専修学校・各種学校の教職員を対象とした学校評価に関する研修モデルの実

証 

 

２ 事業実施期間 

 委託を受けた日（平成２７年８月２８日）から平成２８年３月１１日まで 

 

３ 事業の内容 

⑴ 学校評価研修の実証 

  目的：研修モデルの効果及び改善点を把握するため、広島県内の専修学校・各種学

校の教職員を対象として実証を行う。  

   対象：広島県内の専修学校・各種学校の教職員（約 40 名） 

時期：１１月上旬に１日間（１日３時間） 

内容：学校評価について基本的な理解を深めるとともに、より効果的な学校評価が

実施できるように、教職員研修を実施する。また、研修モデルとしての効果

を検証する。具体的な内容は以下のとおり。 

    ①「専修学校における学校評価ガイドライン」及び「学校評価を活かした専修

学校の質保証・向上に向けて～専修学校における学校評価実践の手引き～」

について外部講師による講演会開催。 

    ②自己評価・学校関係者評価の実施・公表に取り組んでいる学校の事例紹介 

（２校） 

    ③各校が抱えている課題の共有や疑問点の集約 

 

⑵ 研修企画会議 

  目的：効果的な研修とするために、実施時期、実施内容、周知方法等の詳細を検討

する。 

また、アンケートにより、研修実施後の成果のとりまとめを行う。 

  体制：（公社）広島県専修学校各種学校連盟役員校及び事務局 

    開催回数：３回（８月、９月、10 月） 

 

４ 事業の実施体制 

事業実施者の構成 

氏 名 所 属・職 名 役割等 

永見 憲吾 （公社）広島県専修学校各種学校連盟 会長 統括 

坂本 登美子 広島工業大学専門学校 副校長 実務責任者 

原田 優子 広島酔心調理製菓専門学校 校長 企画会議担当 

堀尾  仁 広島ＹＭＣＡ学園 理事 研修会担当 
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第２章 事業の実施報告 

１ 研修企画会議 

第１回 平成２７年９月２５日（金）16：00～16：30 

 場 所 広島パシフィックホテル 

    出席者 永見 憲吾・坂本 登美子・堀尾  仁・事務局 

    議 題 １研修会日程について 

        ２講演者・発表者の選定 

        ※本連盟理事会後に開催 

 

第２回 平成２７年１１月１７日（火）17：00～17：30 

 場 所 ダイワロイネットホテル大阪上本町 

     出席者 永見 憲吾・坂本 登美子・原田 優子・事務局 

議 題 １当日の進行について 

        ２終了後アンケートについて 

         ※本連盟県外研修場所にて開催 

 

２ 学校評価研修の実証 

 研修会名：平成２７年度文部科学省委託事業「学校評価の充実」研修会 

開催日時：平成２７年１１月２４日（火） 14：00 ～ 17：00 

会  場：メルパルク HIROSHIMA ６階 安芸 

広島市中区基町 6-36  TEL（082）222-9867 

出 席 者：加盟校２６校 ４５名（別紙出席者名簿添付） 

 

研修Ⅰ（14：10～15：20） 

「専修学校における学校評価ガイドライン」及び「学校評価を活かした専修学校の質

保証・向上に向けて～専修学校における学校評価実践の手引き～」の内容説明 

                特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構 

事務局長  真崎 裕子 氏 

 

研修Ⅱ（15：30～16：40） 

「自己評価・学校関係者評価の実施・公表に取り組んでいる学校の事例紹介」２校                 

ＩＧＬ医療福祉専門学校 

                      教務部長代行  尾野 龍一 氏 

広島工業大学専門学校 

                       教育部長    吉本 恒雄 氏 

 

質疑応答（16：40～17：00） 

 

※講演及び発表の要旨・質疑応答・終了後アンケートは以下のとおり。 
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研修Ⅰ 「専修学校における学校評価ガイドライン」及び「学校評価を活かし

た専修学校の質保証・向上に向けて～専修学校における学校評価実践の

手引き～」の内容説明（要旨） 

             特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構 

事務局長  真崎 裕子 氏 

 

 

特定営利活動法人私立専門学校等評

価研究機構は、平成１６年９月にＮＰＯ

法人格として発足した。評価を行う場合、

誰がどうやって、どういう基準で、どう

いう項目で評価するかという評価シス

テムを決めていかなければならないが、

そのシステム作りに３年くらいかかっ

た。これが現在第三者評価を行っている

システムの基礎となっている。平成１９

年度に初めて８校に第三者評価を実施

し、それ以降は、東京都は第三者評価と自己評価に補助金を出しており、第三者評価に

２分の１補助という制度を、それまで機構に出していた補助金を直接学校に出そうとい

うことで今まで継続している。第三者評価というのは任意でやっているものなので、平

成１９年から昨年度まで３７校の第三者評価を行ったが、１年にすれば３～４校になる。

平成２７年度は募集に対して７校の応募があり実施することとしている。 

専門課程を設置している専門学校については、職業実践専門課程や新学校種の話し等、

いろいろな環境から各学校では学校評価に関する認識が少づつ変わってきていると感

じている。平成２５年３月に学校評価ガイドラインができており、平成２５年度に初め

て文部科学省より、学校関係者評価のモデル評価と研修会という２本の事業を受託して

実施した。その次の年からは、職業実践専門課程の第三者評価という事業を受託して、

２６年、２７年と２年にわたり調査・研究を行っている。文部科学省も以前と比べて積

極的に学校評価に取り組んでいるという現状である。 

きょうは「専修学校における学校評価実践の手引き」の紹介ということであるが、こ

の手引きは平成２６年度文部科学省委託

事業で、三菱総研が作ったもので、私たち

も平成２５年に学校関係者評価を実施す

るために、「学校評価マニュアル」という

ものを作成した。これについては文部科学

省と当機構のホームページからダウンロ

ードできるので活用いただきたい。 
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１ 専修学校の学校評価制度について 

①専修学校・各種学校の評価制度 

自己点検評価・結果公表については、専修学校設置基準の一部改正（平成１４年３月）

により、自己評価の実施、結果公表、第三者による検証が規定されたが、はじめは努力

義務であった。専修学校・各種学校制度は、小学校の基準を準用する形で法規定されて

おり、この時も小学校が努力義務になることによって同様に規定されたが、「自己評価

の項目、評価・分析方法」、「評価の体制、評価の公表方法」等は具体的には定められて

いなかった。  

 

②自己評価実施・公表の法的義務化 

その後、学校評価に係る学校教育法施行、規則等の一部を改正する省令施行（平成１

９年１０月３０日）により（この時も小学校の基準を準用する形であった）、自己評価

の実施、結果公表が義務化された。また、この時に、同時に学校関係者評価の実施、結

果公表の努力義務化が規定されたが、平成１４年同様「自己評価の項目、評価・分析方

法」、「評価の体制、評価の公表方法」等は定められていなかったため、多くの学校で、

実施の方法がわからないという声が上が

っており、なかなか実施が進まなかった。 

文部科学省が平成２３年に行ったアン

ケート結果がガイドラインの 10ページに

掲載してあるが、自己評価を実施してい

る専修学校は 62.2％しかなく、義務化さ

れたにもかかわらず６割程度の実施で、

実施方法がよくわからないという声が圧

倒的であったことから、文部科学省によ

りガイドラインが示された。 

広島県学事課のお話しでは、県内の自己評価の実施率が 7 割ということであったが、

全国で実施が 69.8％、公表が 35.6％ということで、平成２３年の 6 割から比べても、

３年かけて７割を超えないという状況である。 

学校関係者評価は、職業実践専門課程の認定要件になったことから 36％くらいの実

施になっているので、実施が進んではいるが、依然として状況が驚くほど進んでいると

は言い難い状況である。 

 

③学校評価をめぐる動き 

ただし、ガイドラインを策定したことと、職業実践専門課程の認定要件という制度化

が大きく寄与していることは間違いない。特に職業実践専門課程の認定要件としての各

学校の情報開示が非常に進んでおり、自己評価をもとに学校関係者評価を行っているの

で、自己評価そのものの質も変わってきている。ガイドラインを策定したことと、職業

実践専門課程の認定要件が促進力になっている。 
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④学校評価ガイドラインのポイント 

■自己評価・学校関係者評価・第三者評価の定義の明確化  

平成２５年３月に策定されたガイドラインのポイントとしては、初めて「自己評価」

「学校関係者評価」「第三者評価」の定義が明確になったことである。「自己評価」は

自ら実施する、「学校関係者評価」は「自己評価」を元に学校が実施する外部評価、

「第三者評価」は学校とは全く関係ない評価機関の専門的な評価である。 

■学校評価の目的・活用の明確化  

また、学校評価の目的・活用が明確になった。評価をするためにやるのではなく、

この結果を活用して学校を良くしていくという目的がはっきりした。 

■学校関係者評価重視  

ガイドラインの中で学校関係者評価は非常に重視されている。自己評価だけでは十

分ではなく、学校関係者評価も実施すべきであり、努力義務であったものが、ここま

で具体的に示されたことに一番注目した。私どもは第三者評価機関としての組織であ

り、基本的に自己評価を元に第三者評価があればよいという考え方であり、学校関係

者評価についてはあまり注目しておらず、評価の仕組みが非常に重要視されているの

はなぜかと思っていたが、職業実践専門課程の認定の要件化（平成２５年８月３０日）

があったため、ここまで明確化されたのだと後になってわかった。平成２５年３月に

ガイドラインが策定され、同じ年の 8 月には職業実践専門課程が制度化されたことか

ら、かなりのスピードであったことがわかる。            

■重点目標と PDCA サイクルの活用  

評価というものは、おしなべて学校が評価項目を作って評価するというのが一般的

であったが、ガイドラインで示されたのは重点目標であり、いくつか重点目標を定め

て実施していこうということである。PDCA サイクルについては、実施し、評価をし

て、その改善点を見つけ出し、翌年の学校の教育環境に活かしていく、それを毎年繰

り返していくというサイクルも明確になった。 

自己評価は義務であると定められているが、年１回の実施ということは法律にも規

則にも書かれていない。実際に、定められた当時は、３年か４年に１回実施という学

校もあった。しかし、ガイドラインの 13 ページにあるように、初めて年１回実施す

るということが明記された。 

■学校評価のスケジュール化  

上記のことにより、確実な PDCA サイ

クルが可能になり、学校教育環境や学校

運営の 1 年のスケジュールの中に入れて

実施する、学校評価のスケジュール化が

示されることになった。 
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⑤学校評価の定義（文部科学省ガイドライン） 

□自己評価  

各学校の教職員が、自らの学校の状況について行う評価 である。 

実施・公表は法律上の義務であり、実施する項目、実施方法は学校が決める。  

※職業実践専門課程の認定においてはガイドラインで示されたすべての項目の評

価が求められている  

□学校関係者評価  

学校が選任する学校関係者により自己評価の結果を評価である 。 

実施・公表は法律上の努力義務であり、職業実践専門課程認定の要件となっている 。 

※生徒・卒業生・業界団体等へのアンケートなどは学校関係者評価でとは言えない。 

□第三者評価  

学校から独立した第三者が行う専門的評価である 。 

実施は任意である。  

 

⑥学校評価の狙い・ポイント（文部科学省手引き 4 ページより） 

□自己評価  

狙い 

・評価の過程を通じ、全教職員が学校の状況や目指すべき方向を共有する。 

・結果の公表を通じ、学校の特色や透明性をアピールする。 

ポイント 

・特定の担当者に委ねるのでなく、校長のリーダーシップのもと組織的に取組む。 

・学校が設定する重点目標に沿った項目を選定する。 

・評価結果を公表し改善につなげる。 

□学校関係者評価  

狙い 

・自己評価の客観性・透明性を高める。 

・評価の過程を通じ、関係者の理解と協力を得て、特色ある学校づくりをめざす。 

ポイント 

・重点目標、評価項目に照らし、ガイドラインを参照しつつ学校関係者評価委員を

選出する。 

・自己評価結果、改善取組、重点項目の取組状況等の適切性を評価する。 

・学校の状況を理解してもらうため工夫が必要である。 

・学校関係者が主体的に評価する。 
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⑦重点目標の設定（文部科学省手引き 15 ページより） 

  

重点目標の設定については、当機構が

平成２５年に学校評価マニュアルを作っ

た際に考えたもので、文部科学省の手引

きも引用している。 

 

 

 

 

 

 

⑧学校評価標準的スケジュール  

左の学校評価の進め方のイメージは、

ガイドライン 19 ページに示されたもの

であるが、多少分かりづらいこともあり、

学校が分かりやすい標準的なスケジュー

ルを示すべきであるという意見により、

単純化して作成したものである。 

学校がどのように評価結果を反映させ

るかということを基準にして、３月から

翌年３月までのスケジュールを作成して

いるが、あくまで参考例である。 

 

２ 自己評価の進め方 

自己評価は自分で実施するので、自由にできると考えられるが、ガイドラインに示さ

れたということ、また、職業実践専門課程を目指す学校にとっては、ガイドラインに示

されたような評価をしなくてはいけないというルールになっていることから、ガイドラ

インに沿って実施することで、適切に実施できるようになっている。 

・学校評価の基本方針を策定する 

・評価の単位と範囲（レベル）を決める 

評価には、学校運営や教育活動、学生への支援、法令順守、財務等多くの様々な項目

があるが、それを全体的に評価するのか、教育活動だけに重点化して評価するのかとい

うような範囲をまず決めることが必要である。レベルについては、どういう項目で評価

をするかということで、学校で策定した規定を順守しているかを評価するのか、それと

も評価目標のように就職率・資格取得率、学生が身に付けた内容を評価するのか、もっ

と進んで、アウトカム評価という、学生がその学校で学んだことが社会に役立っている

のかということまで評価するのかということを最初に決めておかなければならない。 

一般的に実施されている評価というのは、ガイドラインにも示されているように、取組

みの評価であるが、学習成果としての就職・資格取得も同時に評価する必要がある。そ
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の後、（ア）から（キ）の順で進めることとなる。このことは文部科学省手引きにも示

されている。 

（ア）学校評価の推進体制をつくる 

（イ）評価スケジュールを策定する 

（ウ）重点目標を設定する 

（エ）評価項目・評価指標を決める 

（オ）中間評価を実施する 

（カ）評価結果をまとめ・公表する 

（キ）評価結果を学校運営等の改善に活用する 

 

①基本方針を策定する 

・実施の目的・実施方法について基本的な考え方を内外に明らかにする。 

担当者だけが行うものではなく、学校全体として取り組むということを示す必要が

ある。 

【「学校評価」実施方針 策定例】 

1 学校の教育目標、計画に沿った取組の達成状況、学校運営等への取組が適切に

行われたかについて自己評価を行い、学校運営等の課題について、継続的に改善

を図るとともに、評価結果を公表する。 

2 自己評価結果の客観性・透明性を高めるとともに、設置学科に関連する企業・

団体、卒業生、保護者など、学校と密接に関係する者の理解促進を図り、継続し

た連携協力体制を確保するため、業界関係者、卒業生、保護者等学校関係者から

規程に基づき選任した委員による「学校関係者評価委員会」を設置し「学校関係

者評価」を実施する。 

当該委員会の委員の助言、意見などの評価結果を学校運営等の改善に活用する。

評価結果と改善への取組をホームページに掲載し広く社会へ公表する。 

 

②学校評価の推進体制をつくる 

  

学校によって、臨時的でも、新たに作

るのでもよいが、実施推進のための組織

を作る必要がある。学校には非常に多く

の校務分掌委員会等が存在しており、そ

の中の一つを活用するということも考え

られる。 
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③評価項目・評価指標（ガイドライン抜粋） 

 

重要なことは、評価項目、評価基準がないと評価することができないということで、

文部科学省ガイドラインに例として示されている。１１の大きな項目と、６５の指標か

らなっており、非常に多いという印象であるが、評価項目がないと評価できないので、

各学校で作る必要があるが、学校の実情に合わせて追加、削除により、自校の項目と指

標を作成することもできる。ただし、職業実践専門課程を目指す学校にとっては、ガイ

ドラインに示された評価をしなくてはいけないので注意が必要である。 

 

④自己評価結果のまとめ・公表・活用 

どのような形でとりまとめ、評価結果を

表すかということが重要である。また、様

式・フォーマットが必要になる。公表を前

提とすると、ひとつのルールに基づいて表

現することになり、項目ごとに書き方が違

うというようなことがないようにしなけ

ればならない。 

・報告書の構成・様式を決める 

参考例であるが、機構では左記のような

フォーマットを作成しており、会員校には

このフォーマットを使用して報告書を作成するようお願いしている。 
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■評価項目「教育方法・評価等」に次の小項目を設定した場合 

・教育目的・目標に沿った教育課程を編成しているか  

・教育課程について外部の意見を反映しているか 

・キャリア教育を実施しているか 

・授業評価を実施しているか 

この小項目に基づき、次のようなフォーマットを作成して、ア考え方・方針目標、イ

現状・具体的な取組等、ウ課題と解決方向、エ（イ）の確認資料 について記載してい

く。 

これを見た人は、学校にとって何が課題で、それを今後どうして行こうとしているか

がわかる。 

 

また、機構では、この自己評価のフォーマットをそのまま第三者評価にも使用してお

り、同じ項目で第三者評価を実証している。これは私どもも会員組織のため、毎年この

項目で自己評価を継続して、５年に１回第三者の目で見ていただこうという理由で、毎

年項目が違えば、学校も実証するのが大変になるということもある。あくまでひとつの

参考例である。 

文部科学省ガイドラインには、１～５の数字で表す評定欄を用いた例が挙げられてい

るが、私どもは基本的にはこのフォーマットを使い、学校が現在行っていること、これ

から行おうとしていることを分析して記載することを目標にしている。私どもも同様に

評定欄を用いたフォーマットも作ってはいるが、評定の数字そのものの基準が不明確な

ので、それを使うのは難しいと考えている。ただし、評定欄を使用した方がわかりやす
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いという学校もあるので 2 種類のフォーマットを用意して紹介している。 

その後、下記のように小項目を総括的に中項目にまとめるという様式になっている。 

 

・評価項目全体の取りまとめ 
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最初からすべて実施しようとすると項目が多すぎて負担感が生じるので、学校が重要

視している項目から始めていけばいいと考える。また、実証した学校によると、最初は

大変だが、２年目になると基礎があるので、課題で掲げたものを次年度にどうしていく

かを PDCA サイクルでつなげていけばいいので、定着化すると負担が少なくなるとい

う意見が出てきている。 

その他、以下の（ア）から（カ）も必要となる。 

（ア）記述内容の検討・調整・報告書の作成 

（イ）報告書の監修 

（ウ）公表用報告書の作成（同じでも可） 

（エ）学校関係者評価委員会への説明資料作成  

（オ）結果の活用（学校関係者評価結果を踏まえる）  

（カ）改善策・スケジュール・役割分担・進捗管理 

 

３ 学校関係者評価の効果 

学校関係者評価 については、平成１９年に努力義務化 になったが、平成２５年に職

業実践専門課程の認定要件化 になったことで、ほとんど義務化されたも同様の制度に

なったと多くの学校関係者が捉えていると思われる。 

①学校関係者評価での指摘を踏まえた改善内容 

平成２６年度に文部科学省が実施した職業実践専門課程実態調査アンケート結果の

中で回答が多かったものは、以下のとおりである。 

・教育課程の見直し・改善  

・学校情報の公開  

・危機管理体制の見直し・改善  

・課外活動の推進や学校行事に対する取組  

・地域交流の拡充  

・卒業生の状況の把握や早期離職防止のための取組  

・身につけるべき社会人基礎力の見直し  

・最新技術、設備の導入 

など、様々な部門で学校関係者評価委員の先生からいろいろな指摘があることが見てと

れる。これは、ガイドラインに沿った評価を行っているため、学校の隅々まで見ていた

だいているということもよくわかる。 

 

②学校関係者評価の実施・公表の効果 

平成 2６年度に文部科学省が実施した職業実践専門課程実態調査アンケート結果によ

ると、 

・実践的・専門的な知識等の学校運営への反映 

効果がみられている 29.5％  ややみられている 51.3％ 

・学校運営の組織的・定期的な見直し 

 効果がみられている 38.7％  ややみられている 44.1％ 

・教職員の学校運営への参画度合いの向上  



- 13 - 

 

   効果がみられている 21.8％  ややみられている 54.5％ 

・企業等側の学校理解の向上 

   効果がみられている 38.0％  ややみられている 46.8％ 

企業の方が評価委員会に参画することによって、学校の内容をよく理解して協力しよ

うという姿勢が表れている。東北のある県で同様の研修会があったが、本日と同様に学

校の事例発表があり、学校関係者評価を実施、公表したことにより志願者数が増えたと

いう効果を発表されて、初めてのことで驚いたが、評価によって志願者数が増えたので

はなく、評価の結果、改善したことによって増えた、学生の募集活動について、学校関

係者評価委員から、学校がやっている取り組みの開始時期、実施方法を改善すべき、ま

た、学校の良さをアピールすべきだとさかんに指摘があり、その意見を取り入れ、改善

した結果、志願者が増えたという実例発表で、まさに評価の効果だと実感した。評価の

メリットは何かと尋ねられるが、このように目に見えて現れることがあることに驚いて

いる。外部に説明する資料の作り方が上手になったというような内部的な効果があるこ

とは聞いているが、外部的な効果もあることも実感した。 

 

４ 第三者評価の必要性と今後の動き 

①第三者評価と学校関係者評価の相違点 

・学校関係者評価は評価項目・評価基準・評価者を学校が選んで開催する。 

・学校関係者評価は保護者等から率直な意見、きめ細かな意見が期待される半面、事

実関係の確認など、客観性・公正性に欠ける面がある。 

  ⇒企業関係者等委員からの教育内容等への意見が期待されている。学校関係者評価

委員会はいわば「学校応援団」。  

・第三者評価はそれらすべてを評価機関が選んで実施する。 

・第三者評価は、評価部会が事実関係について資料・ヒアリング等で確認できるなど

客観性・公平性では優れているが、あくまでも学校を機関として捉え、評価基準に

従い総合的な評価を行っている。 

  ⇒分野別評価などの必要性が指摘されている。 

専門学校にとっての第三者評価が位置づけは、法的にはあくまでも任意であり、ここ

何年かで義務になることはないと思える。 

ただし任意といっても職業実践専門課程にかかる第三者評価システムを作ろうとい

う動きが文部科学省側にもあり、職業実践専門課程の各認定要件等に関する先進的取組

の推進事業という、調査・研究の委託事業で、平成２６年度は８分野、２７年度は１１

分野の第三者評価システム構築に取組んでいる。 

 【取組んでいる分野】 

 ・ファッション分野・情報 IT 系分野・ゲーム・CG 分野・美容分野・介護分野  

 ・OT/PT 養成分野・自動車整備士養成分野・柔道整復師養成分野・調理師養成分野 

・動物系職業分野・観光分野 

学校全体を見ていく評価に加えて、専門学校の特色を活かした分野別評価をどのよう

に捉えて組み込んでいくかという取り組みである。私どもも柔道整復師養成分野におい

た、柔道整復師養成団体と一緒に評価システムを作っている。この動きは来年度の概算
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要求で予算を要求しているので、今後標準化して多くの分野に広げていこうという動き

である。ただし義務化ということではなく、専門職大学と言われる新しい学校種が中教

審で議論されているが、職業実践専門課程は新たな学校種の先導的試行としてスタート

したが、昨年度の有識者会議の結論が、大学の体系の中で新しい学校を作るということ

になり、私見かもしれないが、職業実践専門課程と直接つながるものではないというこ

とが明らかになり、中教審や、最近の生涯学習政策局の方の話を聞くと、明確に分けて

いると感じられる。その中で、大学型の新しい専門職大学は認証評価、第三者評価が導

入されることははっきりしている。質の保証も向上もかなり明確に定められた基準によ

って作られる学校ということは間違いなく、設置基準上もかなりハードルが高いという

ことも多分本当のことだと思う。そういう動きの中で、職業実践専門課程を含む専修学

校はどういう質の向上を考えていけばいいのかということが今後の非常に重大な課題

になってくる。そのひとつの方法として何らかの第三者評価的な取り組みが必要になっ

てくる。このことを文部科学省の方もいろいろな会議で話されている。 

 

②第三者評価の必要性 

・自己評価・学校関係者評価だけで十分か。 

自己評価・学校関係者評価の、評価基準、評価者は学校側で決めたものである。学

内での時系列での評価としては有効だが、学校間で特徴をアピールするためには有効

ではない。 

・第三者評価が制度化される理由としては以下のことが考えられる。 

規制緩和による設置認可コストの分散  

単位互換制度の根拠としての質保証  

グローバル化  

評価には公平性・客観性・公開性が保証される仕組みが必要  

 

③重要性を増す専修学校における学校評価  

評価というものを学校にいち早く根付かせることが重要。「評価文化」と言って学位

授与機構の川口先生が提唱しているが、評価というものに価値を見出して次の行動を選

択していく、こういう文化のない学校は実際にはないと思える。どんな組織でも今やっ

ていることを改善して向上させていくことが組織の在り方、仕組みである。それをいか

に実感して認識していくかを評価という形で定着させていくことが必要。いち早く定着

させて公表、情報提供をする学校が評価される。ホームページでいろんな情報が公開さ

れているので、それを見比べればそこの学校の取り組みというのははっきりするという

流れになっているので、早く定着させ、活用して志願者増に結び付けるというような改

善を図ることが必要であり、それが評価の最大のメリットであると思う。 
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研修Ⅱ 「自己評価・学校関係者評価の実施・公表に取り組んでいる学校の事

例紹介１」（要旨） 

                   ＩＧＬ医療福祉専門学校 

                    教務部長代行  尾野 龍一 氏 

 

 

本校は、平成２６年４月にＩＧＬ健康福

祉専門学校とＩＧＬ医療専門学校の２校が

統合、名称変更を行った。  

学科は、介護福祉士を養成する介護福祉

学科、はり師・きゅう師を養成する鍼灸学

科、柔道整復師を養成する柔整学科、歯科

衛生士を養成する口腔保健学科、留学生に

日本語教育を行う日本語学科があり、今年

４月には国際教養コミュニケーション学科

を開設した。  

この内、介護福祉学科、鍼灸学科、口腔保健学科の３学科は職業実践専門課程の認定

を受けており、柔整学科も今年度申請を行った。  

現在、４３５名の学生が在籍しており、常勤の教職員は４０名。  

 

自己評価・学校関係者評価の目的 

専修学校における自己評価・学校関係者評価の目的は、教育の質保証・向上にある。  

職業実践専門課程を申請するために、必ずこの自己評価・学校関係者評価を行わなけれ

ばならないことから、この目的を念頭に置いて実施し、出てきた問題点を改善し、次年

度に生かすことで、質の保証向上に向かって行き、質の高い学生を社会に送りだすこと

ができればいいと考えており、形式だけにならないようにすることが大事である。  

 

自己評価について 

自己評価報告書作成までの流れ 

本校が今年度作成した、自己評価報告書の作成の流れについては、平成２６年６～８

月にかけて、各学科が３年間の中期計画を作成した。これは各学科の３年間の計画を示

したもので、３年間でどのように学科を運営していくか、目標や、それを達成するため

の手立てを示したものになる。  

その後、常勤の教職員が自己申告書を作成。これは、中期計画に基づいて、各教職員

がこの１年の目標と目標達成のための手立てを書いたものになる。  

本来は４月に作成するのが望ましいが、学校が４月に統合した影響で２６年度はこの

タイミングとなった。  

９月には学生に対して前期授業アンケートを実施。これは、常勤、非常勤すべての教

科を対象に行った。  

１０月に校長から各教職員に自己申告書の指導と助言が行われた。  
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上は自己申告書の様式で、項目は教育計画、国家試験、各種検定対策、就職・進学指

導、学生募集、校務運営・評価、研修がありそれぞれについて、各教職員が目標とそれ

を達成するための手立てを記入する。  

校長からの指導・助言は指導・助言の項目に記入される。 

２６年度は４月作成が８月にずれ込んだため、１０月末の中間申告を実施しなかった

が、本来は１０月末時点での中間報告も行う。２７年度は実施している。  

３月末で最終申告を行う。  

その後は以下の流れで実施。 

平成２７年２月 平成２７年度 事業計画作成  

平成２７年２月 後期授業アンケート実施  

平成２７年４月 各教員 自己申告書提出（平成２６年度の最終申告と、平成２７年

度の目標・手立てを作成）。  

平成２７年５月 平成２６年度 事業報告  

ここまでの流れをふまえて、５月に自己評価報告書を作成した。 

昨年度は、文部科学省 専修学校における学校評価ガイドラインに準拠したものを使

用して作成したが、今年度は、私立専門学校等評価研究機構 専門学校等評価基準 Ｖ

ｅｒ４．０に準拠して作成している。これは、将来、学校関係者評価から第三者評価に

移行することを見すえて、この形で作成した。  

次ページは自己報告書の目次の一部で、基準１～１０までの項目がある。 
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基準３－９ 教育方法・評価等の項目を例として取り上げた。 

 

小項目、ア 考え方・方法・目標、イ 現状・具体的な取組等、ウ 課題と解決方法、

エ（イ）の参照資料等で構成しているが、点検進捗という数値欄を入れており、４は優
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れている、３は適切である、２はやや不適切、１は改善が必要となっている。その他、

中項目総括と特記事項（特徴・特色・特殊な事情等）も記載している。 

自己評価報告書は本校ホームページで公開しており、「情報公開」のバナーをクリッ

クすると自己評価報告書と学校関係者評価を見ることができる。  

 

学校関係者評価について 

学校関係者評価委員会 委員 

学校関係者委員会の委員は、学科ごとに、各分野の施設・企業の方４名、近隣の高校

の校長、卒業生（同窓会会長）各１名、合計６名にお願いした。  

学校からは事務局として、校長以下教職員７名が委員会に出席している。  

 

学校関係者評価委員会 

今年度は、学校関係者評価委員会は２回開催した。第１回を６月２１日（日）、第２

回を９月１３日（日）に開催している。 委員の方の都合を考え日曜日に開催。 

第１回学校関係者評価委員会の内容は、１自己紹介の後、委員長を選出。２事務局か

ら平成２６年度自己報告書の説明と質疑応答が行われた。３学校関係者評価委員が作成

する、平成２６年度学校関係者評価シートの説明が行われ、８月３１日までに各委員が

記入し学校に返信することとした。返信されたシートを事務局がまとめ、委員長に郵送

した。  
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前頁が、学校関係者評価シートの１部であるが、基準１～１０まであり、全部で３枚

になっている。  

空欄となっている部分にそれぞれの委員が記入し、各委員から送られてきたシートを

委員長が集約し、案を作成する。 

第２回学校関係者評価委員会では、最終的な学校関係者評価報告書を作成した。１委

員長が各委員の意見を集約し案を提示し、２案をもとに委員会で協議を行い、３最終的

な報告書を作成した。 

できあがった報告書はホームページで公開している。 

 

今後の課題 

・自己評価報告書 

作成者をどうするかが一番のポイント。今回はほぼ校長が作成したが、次年度は検

討が必要。 

・自己評価報告書 

  作成時期、今回は５月に作成、６月に完成したが、もう１～２か月早めに作成した

い。 

・第三者評価に向けて 

  学校関係者評価の課題をクリアして、第三者が見ても大丈夫という学校作りが必要。 
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研修Ⅱ 「自己評価・学校関係者評価の実施・公表に取り組んでいる学校の事

例紹介２」（要旨） 

広島工業大学専門学校 

教育部長  吉本 恒雄 氏 

 

 

自己評価・学校関係者評価の位置づけ 

文部科学省の第三者評価の意義・定義

等において、「自己評価」は、学校評価の

最も基本となるものであり、校長のリー

ダーシップの下で、当該学校の全教職員

が参加して、設定した目標や具体的計画

等に照らして、その達成状況や達成に向

けた取組の適切さ等について評価を行う

ものである。 

また「学校関係者評価」は、保護者、学校評議員、地域住民、青少年健全育成関係団

体の関係者、接続する学校（小学校に接続する中学校など）の教職員その他の学校関係

者などにより構成された委員会等が、その学校の教育活動の観察や意見交換等を通じて、

自己評価の結果について評価することを基本として行うものである。  

さらに「第三者評価」は、学校運営に関する外部の専門家が中心となり、自己評価や

学校関係者評価の実施状況も踏まえつつ、教育活動その他の学校運営全体について、専

門的視点から評価を行うものと位置付けられる。 

先ほどの真崎事務局長のお話しの通りであるが、このように位置づけられている。 

 

職業実践専門課程と実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化 

さらに、文部科学省 のホームページにおいて、実践的な職業教育を行う新たな高等教

育機関の制度化に関する特別部会を閲覧すると、「自己評価」「学校関係者評価」「第三

者評価」の必要性について求められており、我々は安穏としておれない状況にある。 

 

広島工業大学専門学校の取り組み 

広島工業大学専門学校の教育情報の公開 

本校では、学校ホームページに「情報公開」として、以下の内容を公開している。 

(1) 学校の概要、目標及び計画 

「建学の精神・教育方針」「校長」「沿革」「所在地」「学校運営計画 (PDF)) 

(2) 各学科等の教育 

「募集学科・定員・修業年限 (PDF)」「 教育課程表 (PDF)」「履修 (PDF)」 

「取得可能資格」「資格取得状況」「就職状況」 

(3) 教職員 

「教員紹介」 

 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/059/attach/1289627.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/059/attach/1289627.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/059/attach/1289627.htm
http://www.mext.go.jp/
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(4) キャリア教育・実戦的職業教育 

「インターンシップ」「就職支援」 

(5) 様々な教育活動・教育環境 

「学校行事」「クラブ活動」「ボランティア活動 (PDF)」 

「広島工業大学編入学制度」「施設・設備」 

(6) 学生の生活支援 

「学生の生活支援 (PDF)」 

(7) 学生納付金・修学支援 

「学費等」「奨学金等」 

(8) 学校の財務 

「財政状況」 

(9) 学校評価 

「自己評価報告書 (PDF)」「学校関係者評価 (PDF)」 

「教育レポート (PDF)」（１年間の活動をレポートとしてまとめたものを毎年作成

している。 

(10) 国際連携の状況 

「国際連携 シンガポール研修」「ベトナム研修」「海外インターンシップ」 

「国際交流の状況 (PDF)」 

(11) その他 

「生涯学習への取り組み(PDF)」 

 

鶴学園 建学の精神・教育方針 

本校は、学校法人鶴学園の関連校ということで、建学の精神「教育は愛なり」、教育

方針「常に神と共に歩み社会に奉仕する」をベースに教育活動を行っている。 

さらに、「学園の建学の精神に則り、トップレベルの本格的専門学校として次代を見

据えた高度な専門性を追求し、社会の期待に応える人を育てる」ことを専門学校として

「本校のミッション」に掲げており、「教職員の３つの宣言」として、「 私たち教職員

は 一、熱い想いで一人ひとりを大切にします 一、トップレベルの専門性を追求しま

す 一、一丸となり教育活動を実践します」、また、「学生の行動指針」として、「一、

笑顔で挨拶 一、相手の立場に立った行動 一、常にチャレンジ」を掲げている。 

 

学校の沿革 

本校は、1984 年（昭和５９年) ４月に広島工業大学附属広島情報専門学校として開

校し、同時に情報システム工学科を開設した。その後、1985 年（昭和６０年）４月か

ら 2013 年 （平成１７年）４月にかけて、建築学科（２年課程）、建築専攻科（１年課

程）、土木工学科（２年課程）、機械工学科（２年課程）、電気工学科（２年課程）、IT

スペシャリスト学科 （３年課程）、情報学科（２年課程）、音響・映像メディア学科（２

年課程）を開設 し、2014 年（平成２６年) ４月には、文部科学省「職業実践専門課程」

として、建築学科、土木工学科、機械工学科、電気工学科、IT スペシャリスト学科、

情報学科、音響・映像メディア学科の７学科が認定されている。 
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また、2014 年(平成２６年)１２月には、厚生労働省「専門実践教育訓練指定講座」と

して認定され 指定講座としては、土木工学科、機械工学科、音響・映像メディア学科

の３学科が指定されている。  

 

本校が取り組む産学連携（実戦的職業）教育 

①産学連携（実践的職業）教育の初期導入～COOP.教育の導入～ 

COOP.教育（Co-operative Education）とは、「学校の教室における学習」と「企業

での実習経験」を統合した教育プログラムである。  

ハーマンシュナイダー博士は、1906 年、「エンジニアは、医者や弁護士と同様、教室

での学習のみならず実地訓練を積むべきである」と主張、COOP.教育を構想し提唱した。 

アメリカのノースイースタン大学は、1919 年にこの構想を教育カリキュラムに導入し

ている。  

本校ではこれを参考に、 

・導入年：1990 年（平成２年）  

・目 的：適職の発見・専門知識・技術の習得・コミュニケーション能力の向上  

・会 議：COOP.協議会 ⇒ 現在の教育課程編成委員会の位置づけ  

・参加者：企業、関連省庁、学校関係者  

・時 期：年１回  

・実 習：COOP.実習 ⇒ 企業連携による企業内実習の位置づけ 

・クラス：情報システム工学科（３年課程、３年生）  

・実 習：前期と後期それぞれ１カ月の実習（年２回、２カ月） 

（現在で言うインターンシップ） 

以下は、COOP.協議会と COOP.実習の実績である。 

 

  

 

実習については、平成３年より実施している。主に３年生で、当時は企業見学に参加

し、いろいろな企業を見ておいて、その中で自分に合った企業を選んで実習するという

方法をとっており、平成１１年まで実施した。 

実習後の、企業評価として「実習成果『専門知識・技術』『コミュニケーション能力』

『業務知識』」についての意見では、「向上した」という評価を多くいただいた。 
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②COOP.教育からインターンシップ型へ 

その後、平成１２年からはインターンシップ型へと移行した。 

・導入年：2000 年（平成１2 年）以降  

・背 景：「インターンシップ型」企業実習が普及  

・形 態：COOP.教育（協議会、実習）の改良版  

・対 象：全学科  

・実習タイプ１：夏季休業中、１週間～２週間  

・実習タイプ２：シンガポールでの海外インターンシップ 

（１カ月～３カ月で海外交流研修に参加し、希望する学生） 

 

③COOP.教育・インターンシップで期待できる学修 

基礎基本である知識・技術を学校で学び、実習を経験することにより、応用力・適応

力が身につき、その結果、私見であるが、問題発見・解決能力という、メタ学習・スキ

ルの獲得があると思う。学生は最初インターンシップを嫌がり行きたがらないが、２回

目になるといろいろな企業へ自ら進んで行くようになる。これが生きる力に通じる。 

 

学園・専門学校における自己評価および学校関係者評価 

自己評価・学校関係者評価の PDCA サイクル 

鶴学園の中期５か年計画に基づき、専

門学校で重点目標（S 項目）を挙げ、さ

らにＡ～Ｃ項目を各学科もしくは部で

挙げ、最終的に教員個人の目標管理シー

トに落とし込む。これは先ほどのＩＧＬ

さんと非常に似た内容のシートである。

そして教育活動を行い、１年後には各項

目ごとに評価し、再計画にフィードバッ

クするという大きな流れになっている。 

 

 

目標管理シートに基づく管理職面接と評価（教員・職員） 

 

スケジュール的には左のようになる。 

「評価の試行中」ということを入れてい

るが、現在は最終的に人事考課による処

遇にまで反映するというところまではで

きていない。 
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職業実践専門課程の本校の取り組み 

文科省「職業実践専門課程」認定要件としては、 

１．企業などが参画する「教育課程編成委員会」を設置し、カリキュラムの編成等を

行う。  

２．企業などと連携して、演習・実習などの授業を行う。  

３．企業などと連携して、最新の実務や指導力を習得するための教育研修を実施する。  

４．企業など、学校に関係する外部委員が参画し、学校の評価を行う（学校関係者評

価）。  

５．学校のカリキュラムや教育活動について、HP で情報提供を行う。 

と定められていることは皆さんご承知の通りで、職業実践専門課程が求める教育体系

（企業と連携した実践的職業教育の推進）としては下図がよく使われている。 

 

 

職業実践専門課程の認定を受けた学科 

本校で職業実践専門課程の認定を受けた学科は以下のとおりであるが、「部会」とあ

るのは、関連学科の教員と外部の委員の先生に参加いただくものを「部会」と呼んでい

る。 
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教育課程編成委員会と学校関係者評価委員会の委任と会議開催状況 

教育課程編成委員会は学科ごとに設置しており、学校評価委員会は各学科を代表する

教員が一堂に会して実施している。 

教育課程編成委員会の開催状況は以下のとおりである。企業の方に委員を依頼するが、

途中で転籍されたりするため、苦労しているが、都合で会議に参加できない委員に対し

ては資料を送付し、後日ヒアリングを実施して意見を聞くよう工夫している。 

 

 

 

毎回必ず以下のように開催記録を残している。 
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学校関係者評価委員会の開催 

 

学校関係者評価委員会の開催については上記のとおりである。日程調整に苦労するが、

事前に資料を送付し、当日は意見の聴取・交換に時間を充て、欠席した委員には、後日

訪問し、個別ヒアリングを実施。 

この委員会の意見により「新科目導入」することとなった。 

具体例としては科目「文章技術」を導入した。以前より教員間でも学生の表現力・コ

ミュニケーション力が不足しているという議論があり、委員会においても、企業委員か

らも、新人社員が文書表現力を十分身に付けていないという指摘があったため、平成２

６年４月より、全学科の学生に、自らの考えを分かりやすく相手に伝えるため、論理的

にまとめ文書等で表現することができる力を身に付けることを目的として、半期１５コ

マ学べるようにカリキュラムを組み替えた。 

HP による情報公開としては、「自己評価表」、「学校関係者評価報告書」、「教育レポ

ート」の紹介をしているので、一度ご覧いただきたい。 

まとめとして、職業実践専門課程の認定を受けてどうであったかということになるが、

成果としては、 

１ 企業連携により、最新設備の見学・先端的実習が可能 

２ 現場の実務者の声を聴くことができる 

３ 学生の意欲向上（メタ学習）につながる 

４ 教員自身の研修・資質向上の機会となる 

５ 企業は建設的な意見を述べてくれる 
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 企業は専門学校の応援団になってくれるので、思っている以上に企業は前向きであ

る。 

また、課題としては 

１ 連携企業の開拓と選定 

 ・幅広い専門分野から企業を選定することが難しい。 

 ・体制や環境から、学生の受入れが難しい企業も多い。 

２ 監督官庁の認定を受けている学科の対応 

  必ず実施しなければならないカリキュラムがあり、そこに実習をはめ込むことに苦

労している。 

３ 教育課程編成委員・学校関係者評価委員の選定 

 幅広い立場の専門家（協会・有識者）に要請する必要がある。 

４ 教員・職員の共通認識の必要性 

 一部の教職員だけが携わるのではなく、全学的に取り組む必要がある。 

５ 運営上の負担（資料作り、会議日程調整・連絡） 

 何をどこまでやるのかを最初に決めておくことが大切になる。 

６ 自己評価・学校関係者評価から第三者評価へ 

 今後の課題になっている。 

 

再度発表の場が与えられた場合、成果として「学生が増えた」という１行をぜひ入れ

たい。 
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講演・事例発表後の質疑応答 

 

回答者  特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構 

事務局長  真崎 裕子 氏 

 

質問１ 学校関係者評価委員会について 

委員会の規定が必要か、規定を作ってから進めるのか。 

 

回 答 規定が必要だと考えている。学校としてのルールということで、学則に定める

のが一番いいと思うが、細かいことを学則に定めるわけにもいかないので、手引

きの 55 ページに規程の例が掲載されている。 

「専修学校における学校評価ガイドライン」に基づく学校評価マニュアル（特

定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構）から転載している。これを参考

に規定を作成し、学校のルールとして実施していることを明確にする必要がある

と思える。 

 

質問２ 評価委員の人数について 

委員を依頼するのに苦労している。最低何名必要か。卒業生・企業・関係団体か

ら３名と考えてよいのか。 

 

回 答 学校によっても、また、職業実践専門課程の認定を受けている、または申請中

等の条件によって違うが、ガイドライン 20 ページの選出区分により、卒業生・

保護者・高等学校教員・企業関係者・地域住民等と考えると、７～８名くらいが

適当かと思える。 

また、委員会の回数に関しても、手引きの 32 ページに記載があるが、初年度

は２回であった学校も、次年度以降回数を増やしている傾向にある。 

 

質問３ 職業専門大学（仮称）の申請条件としての第三者評価の必要性 

職業専門大学（仮称）の申請条件として、第三者評価が必要になるか。 

 

回 答 有識者会議の制度設計の資料によると、認証評価は必要だということになって

いる。大学で４年生の学部は、７年に１回の認証評価を課している。専門職大学

院は認証評価にプラスして分野別評価が課されている。このことから、専門職大

学院に近い認証評価になるのではないかと考えられるが、認証評価が導入される

ことは間違いないと思う。大学体系に位置付けられる学校のため、新学校種だけ

実施しないということはバランス的にもないと思える。 

ただし、私見であるが、制度であるので、新学校種になって、学校が４年で完

成してから１年目に受けなければならないと義務づけられると思う。卒業生を出

してからでないと第三者評価は行えない。 
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学　　　校　　　名 役　　職 氏　　　　名

1 IGL医療福祉専門学校 理事長 永見　憲吾

2 副校長 坂本　登美子

3 教育部長 吉本　恒雄

4 校　長 岡本　正之

5 副校長 世羅　秀幸

6 長尾　祐一

7 広島情報専門学校 校　長 北迫　　隆

8 専門学校広島工学院大学校 校　長 半明　英幸

9 専門学校広島自動車大学校 豊原　俊之

10 事務長 山本　忠昭　

11 三好　雅子

12 磯田　　操

13 垰　　恵

14 校　長 三宅　雄次郎

15 学科長 香川　周平

16 事務長 山中　雅生

17 朝日医療専門学校広島校 林　　常喜

18 朝日医療専門学校福山校 校　長 東　　京太郎

19 広島酔心調理製菓専門学校 銅木　栄治

20 専門学校マインドビューティーカレッジ 反田　真奈美

21 校　長 山廣　康子

22 副校長 周藤　秀明

23 校　長 野村　俊之

24 副校長 今田　能之

25 教務部長代行 尾野　龍一

26 教務主任 宮田　和彦

27 木村　卓也

28 校　長 中川　　潔

29 理　事　 竹越　　徹

30 尾道福祉専門学校 吉岡　郁子

31 福山福祉専門学校 上杉　　誠

32 専門学校福祉リソースカレッジ広島 校　長 三藤　賢二

33 校　長 小川　雅裕

34 沖野　美奈穂

35 校　長 菅　　信博

36 長井　秀樹

37 常務執行理事 難波　　浩

38 副校長 五島　　慎

39 ひかり服装専門学校 校　長 大本　隆子

40 校　長 熊本　順一

41 新宅　雅樹

42 広島アニマルケア専門学校 副校長 松隈　宗裕

43 岩﨑　勝宏

44 事務長 森元　寛美

45 広島YMCA学園 理　事 堀尾　　仁

広島外語専門学校

専門学校広島国際ビジネスカレッジ

IGL医療福祉専門学校

広島歯科技術専門学校

トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校

広島Law&Business専門学校

広島会計学院電子専門学校

広島ビジネス専門学校

文部科学省委託事業「学校評価の充実」研修会出席者

広島工業大学専門学校

広島コンピュータ専門学校

広島デンタルアカデミー専門学校

広島美容専門学校

広島高等歯科衛生士専門学校



- 30 - 

 

講演終了後アンケート 
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「学校評価の充実」研修会アンケート回答集計 

 

出席校数  ２６校 

回答校数  ２０校                         

 

１ 研修Ⅰ「専修学校における学校評価ガイドライン」及び「学校評価を活かした専修

学校の質保証・向上に向けて～専修学校における学校評価実践の手引き～」の内容説

明について 

①よく理解できた    １０校 

②ある程度理解できた  １０校 

●内容についての意見 

・項目別の自己評価表（例）というページがあったので、当校の自己評価表を再度

見直し、より良きものにしていきたい。 

・学校評価ガイドライン等の内容については、申請作業を通じてある程度理解はし

ていたが、自己評価実施率、学校関係者評価実施率、公表率等は大いに参考にな

った。第三者評価の趣旨、位置づけも改めて理解できた。 

・第三者評価について理解を深めることができたのでよかった。 

・第三者評価者としての評価ポイントを詳しく伺えればよいと考えた。 

 

２ 研修Ⅱ「自己評価・学校関係者評価の実施・公表に取り組んでいる学校の事例紹介

（２校）」について 

①とても参考になった  １０校 

②ある程度参考になった  ９校 （１校途中退出のため、未記入） 

●内容についての意見 

  ・各種評価会議の諸準備、資料作成等を考慮すると大変な労力を強いられることが

理解できた。広島工業大学専門学校は随分前から手がけており、すばらしいと思

った。 

  ・２校とも中期計画を立て、自己申告等に対する個別面接も行うなど、管理もしっ

かり行われている。また、委員会も、学科ごとに委員を選定し、評価結果につい

ても詳細に文章にまとめているなど、とても参考になった。 

・事例紹介については、具体的な説明により、参考になった。当校としては遅れを

とらないよう取り組んでいきたいと感じた。 

  ・しっかり取り組んでいらっしゃることが理解できた。 

 

３ 貴校において、自己評価・学校関係者評価を実施する上で課題であるとしている点

の解決に向けて参考になりましたか？ 

①とても参考になった   ８校 

②ある程度参考になった １２校 

 

４ 貴校において、自己評価・学校関係者評価実施上の困難な点や課題となっているも
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のがあれば、具体的に記載ください。 

・学校関係者評価委員会の開催回数を増やした方が良いのは理解できるが、開催準備

（委員の日程すり合わせ等）の負担が大きい。また、評価結果からどのように具現

化していくのかが問題点。 

・小人数の教職員の学校では、あらゆる面での負担が大きい。 

・自己評価は５年位前からやっていたが、学校関係者評価に踏み出していなかったた

め途絶えてしまった。今後はそれに向けて頑張りたいと思った。 

・自己評価の取りまとめ、学校関係者評価委員会の開催準備、評価結果の集約等々手

間がかかることもあるが、必要性は感じている。ただ、任期満了後の新委員選定も新

たな課題となりそうだ。 

・事務局（資料作成）の負担が大きい。学校関係者評価委員への情報提供の在り方が

課題。 

・学校関係者の「ものさし」が人によって異なる。また意見等をどこまで取り入れる

かが難しい。 

 

５ その他、ご意見があればご記入ください 

・小規模の学校の事例を聞きたかった。 

・自己評価・学校関係者評価がシステム化するまで頑張りたい。 

・今回の研修会は特に有意義な内容であった。学校評価に対する再認識ができた。「評

価のための評価」ではなく、本質を捉えた質の高い取り組みが不足していると感じ、

反省している。 

・今後の学校運営、自己点検、自己評価に役立てたい。 

・研修会の説明や、事例紹介の内容を持ち帰り、学内にて検討し、今後の取り組みに

ついて役立てたい。 

・機会があれば第三者評価の研修もお願いしたい。 
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第３章 事業成果と課題 

 

１―⑴ 事業実施の成果目標（実施計画書記載） 

専修学校・各種学校の教職員を対象とした学校評価に関する研修モデルを実証し、主

に下記の観点からとりまとめる。 

① 広島専各連加盟の専修学校全校が学校評価を実施することを目標とする。 

 

② 次年度以降の研修会に向け、研修会の準備段階から、研修実施後のフォローアッ

プまでの工程を報告書にまとめる。 

 

③ 研修後アンケートを実施し、研修会の効果を把握する。また、各校の事例発表の

紹介や、「専修学校における学校評価ガイドライン」や、「学校評価を活かした専修

学校の質保証・向上に向けて～専修学校における学校評価実践の手引き～」の改善

提案等をまとめる。 

 

④ 研修後の連盟理事会において、アンケート結果と合わせて研修を振り返る。 

 

 

１―⑵ 事業実施の成果と課題 

① 「研修後の連盟理事会において、アンケート結果と合わせて研修を振り返る。」

との目標に対しては、アンケートの実施と、本連盟１２月理事会において総括を行

った。 

 

② 「研修後アンケートを実施し、研修会の効果を把握する。また、各校の事例発表

の紹介や、『専修学校における学校評価ガイドライン』や、『学校評価を活かした専

修学校の質保証・向上に向けて～専修学校における学校評価実践の手引き～』の改

善提案等をまとめる。」という目標に対しては、アンケートを実施した結果、出席

者への理解は進んでいると思うが、取り組み中の学校も多く、「『専修学校における

学校評価ガイドライン』や、『学校評価を活かした専修学校の質保証・向上に向け

て～専修学校における学校評価実践の手引き～』の改善提案等をまとめる。」まで

には至っていない。 

 

③ 「広島専各連加盟の専修学校全校が学校評価を実施することを目標とする。」と

したが、下記の意見もあり、全校実施は難しい状況である。 

  アンケートより「小人数の教職員の学校では、あらゆる面での負担が大きい。」

との意見があった。 

  理事会での総括でも、「小規模の学校では教職員への負担が大きく、学校関係者

評価の取り組みは難しい。」また、「学校規模の大小によって学校評価に対する意識

の違いがあることは事実であり、連盟の力だけでは全校実施は難しい。県学事課か
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らの指導が必要と思える。」等の意見があり、来年度以降も県学事課との協力体制

が不可欠である。 

  

② 「次年度以降の研修会に向け、研修会の準備段階から、研修実施後のフォローア

ップまでの工程を報告書にまとめる。」としており、来年度も引き続き研修会は実

施予定である。本連盟は、毎年度、加盟校に対する研修会を実施しており、研修の

実証に関する体制等は整っている。 

ただし、研修実施後のフォローアップについては検討を要する。 

 

 

２―⑴ 事業終了後の方針について（成果の活用、継続性、発展性 等）（実施計画書

記載） 

研修を実証してとりまとめた成果物について、ホームページで公開し、広く専修学

校・各種学校に周知する。また、次年度以降は（公社）広島県専修学校各種学校連盟に

おいて自立的な研修に組み込み、内容の改善・充実を行う。 

 

２―⑵ 事業終了後の方針について 

２―⑴のとおり、本報告書を、ホームページで公開し、広く専修学校・各種学校に周

知する。 

また、前項１―⑴②に記載したとおり、次年度以降も本連盟において自立的な研修に

組み込み、「広島県の加盟校全校が学校評価を実施することを目標にする」という当初

の目標を継続して、内容の改善・充実を行う。 


